
 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和８年３月３０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨 

 

墨田区規則第２２号 

 



   会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年墨田区規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項及び第４項中「３月で除して」を「１２月で除した数に４を乗じて」

に改める。 

第９条第１１号中「（１会計年度につき３日を限度とする。）」を削り、同条に次

の２号を加える。 

 ⑿ 育児時間 

 ⒀ 短期の介護休暇 

 第２４条の２第１項第７号中「を取得している会計年度任用職員として勤務した」

を「により勤務しない」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


